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No. ページ 改定前 改定後

1 P13

②変更の手続き

　 評価者講習修了後、登録した評価者情報（姓・所属先・メールアドレス・保有資格の有効期限等）に
変更が生じた場合については、「評価者講習システム」より評価者本人が登録情報の変更を行いま
す。（登録情報は、適正評価サイトの評価者情報に自動反映しています。）

②変更の手続き

　 評価者講習修了後、登録した評価者情報（姓・所属先・メールアドレス・保有資格の有効期限等）に
変更が生じた場合については、「マンション管理適正評価サイト（評価者向け）」より評価者本人が登
録情報の変更を行います。

2 P18

【2.評価者情報】 【2.評価者情報】

3 P39

【3.専有部分使用規制】 【3.専有部分使用規制】


